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［対 象 者］18歳以上の障がい者の場合は、本人及びその配偶者が市民税非課税
　　　　　　で、かつ次の障がい程度の人。18歳未満の障がい児の場合は、保
　　　　　　護者の属する住民基本台帳上の世帯全員が市民税非課税で、かつ次の障がい
　　　　　　程度の人。ただし、施設入所者・入院中の人は除きます。
　　　　　　１　視覚障がい１・２級の人
　　　　　　２　下肢、体幹機能障がい、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動
　　　　　　　　機能障がい（移動機能障がいに限る）１・２級の人
　　　　　　３　内部障がい１・２級の人
　　　　　　４　視覚障がい、肢体不自由（上肢、下肢・体幹）、内部障がいが重複して総
　　　　　　　　合２級以上で、かつ下肢又は体幹機能障がい３級の人
　　　　　　５　療育手帳Ａの人
　　　　　　６　精神障害者保健福祉手帳１級の人
［そ の 他］障がい者移送サービス及び福祉乗車券のタクシー助成券との併給は不可
　　　　　　タクシー利用券を使用するときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障
　　　　　　害者保健福祉手帳を携帯し、利用券と一緒に提示してください。
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課)（Ｐ３・４参照）

 障がい者移送サービス
［内　　容］介護保険対象者のうち在宅の特定疾病障がい者が、通院などのためストレッ
　　　　　　チャー付タクシーを利用する際、タクシー代の一部を助成します。
［対 象 者］在宅の40歳から64歳までの身体障がい者で、介護保険法の特定疾病に該当する  
　　　　　　要介護度４及び５の人のうち、座位を保てない人（所得要件あり）
［助 成 額］利用券を年間４枚交付。１枚あたりの助成限度額は、所得に応じ850円～8,500円
［そ の 他］福祉タクシー料金助成、高齢者の移送サービスとの併給は不可
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課（Ｐ３参照）

 タクシー料金の１割引制度
［内　　容］障がい者がタクシーを利用するときに、料金の１割を割引する制度です。乗車
　　　　　　の際、乗務員に手帳を提示してください。
［対 象 者］身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する人
　　　　　　※事業者によっては、割引が適用されない場合があります。
［窓　　口］福岡市タクシー協会
          　　　ＴＥＬ(４３４)５１００　　ＦＡＸ(４３４)５１２３
 福岡市地下鉄料金の割引
［内　　容]　障がい者が福岡市地下鉄を利用する場合、乗車運賃の一部が割引となります。
［対 象 者] 半額割引 ①「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の
　　　　　　　　　　　いずれかを持っている人
　　　　　　　　　　②福岡市福祉乗車券等交付規則に定められている対象者（戦傷病  
                                 者、原子爆弾被爆者、戦傷病者の介護者）
　　　　　　　　　　　 ③次の人の介護者
　　　　　　　　　　　　（１）身体障害者手帳１～３級の人
　　　　　　　　　　　　（２）療育手帳Ａの人
　　　　　　　　　　　　（３）精神障害者保健福祉手帳１級の人
　　　　　　※上記に該当する障がい者１名につき介護者は１名
　　　　　　※小児については、小児料金の半額となります。（普通乗車券に限る）
　　　　　　※購入又は乗車中に手帳(又は、マイナポータルで連携した
　　　　　　　ミライロＩＤ)をご提示頂く場合があります。
［そ の 他] 「福祉乗車証」を所持している人は、乗車運賃が無料となります。（Ｐ61参照)    
［窓　　口]　お客様サービスセンター(各種案内) ＴＥＬ(７３４)７８００　ＦＡＸ(７２１)０７５４
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　　　　 福祉乗車券・福祉乗車証の交付
［内　　容］重度障がい者等に対して、交通機関の乗車券等を交付します。
［対 象 者］下記の手帳を所持し、前年の所得が200万円未満の人
　　　　　　・身体障害者手帳：１～３級　　　・療育手帳：Ａ
　　　　　　・精神障害者保健福祉手帳：１級　・被爆者健康手帳　・戦傷病者手帳
　　　　　　※上記の手帳を所持していなくても、70歳以上の方は高齢者乗車券の交付が受
　　　　　　　けられる場合があります。　　　
［利用可能交通機関］
　　次の(１)(２)のいずれかの券種を交付します。※交付後に券種の交換はできません。
 (１)福祉乗車券（①～⑦のうち１券種）
　　①交通用福祉ＩＣカード　　②今宿姪浜線乗合バス回数乗車券　　③タクシー助成券
　　④早良区大字西地区乗合タクシー回数乗車券　　⑤曲渕線乗合タクシー回数乗車券
　　⑥市営渡船乗船引換券　　⑦オンデマンド交通チョイソコふくおか乗車券（期間限定）
 (２)福祉乗車証(地下鉄無料パス）
［助成金額］年間：市民税非課税者 12,000円／所得200万円未満 8,000円

※福祉乗車証は、福岡市地下鉄の乗車料金が無料となります。
※所得200万円以上の方は、交付はありません。
　・対象者が18歳未満の場合は、対象者及びその監護者が属する世帯の合計所
　得が200万円以上の方
　・給与所得、雑所得を有する場合は所得の合計額から10万円を控除した額が
　　200万円以上の方
※福祉乗車証以外の券種は、申請月により、助成金額が変わります。

［交付時期］毎年８月１日から交付開始
※開始日が休日の場合は、その日後で直近の休日でない日から交付開始

［そ の 他］・福祉乗車券と福祉乗車証の併給は不可
　　　　　　・福祉乗車券のタクシー助成券と、福祉タクシー料金助成との併給は不可
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課（精神障がい者は各区の健康課）(Ｐ３・４参照)
　　　　　　福祉乗車券等郵送受付センター
　　　　　　電      話　0120-368-300（通話無料）
　　　　　　ファクス　0120-368-350（問い合わせ専用）
　　　　　　時      間　平日の午前９時～午後５時まで

 福祉タクシー料金の助成
［内　　容］在宅の重度心身障がい児・者がタクシーを利用する際、そのタクシー代の一部
　　　　　　を助成します（一般型：一乗車につき500円、ワゴン型：30分までの時間運賃
　　　　　　分を助成）。交付枚数は、申請月によって異なります。(一般型：年間最大55枚、
　　　　　　ワゴン型：年間最大48枚）
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［対 象 者］18歳以上の障がい者の場合は、本人及びその配偶者が市民税非課税
　　　　　　で、かつ次の障がい程度の人。18歳未満の障がい児の場合は、保
　　　　　　護者の属する住民基本台帳上の世帯全員が市民税非課税で、かつ次の障がい
　　　　　　程度の人。ただし、施設入所者・入院中の人は除きます。
　　　　　　１　視覚障がい１・２級の人
　　　　　　２　下肢、体幹機能障がい、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動
　　　　　　　　機能障がい（移動機能障がいに限る）１・２級の人
　　　　　　３　内部障がい１・２級の人
　　　　　　４　視覚障がい、肢体不自由（上肢、下肢・体幹）、内部障がいが重複して総
　　　　　　　　合２級以上で、かつ下肢又は体幹機能障がい３級の人
　　　　　　５　療育手帳Ａの人
　　　　　　６　精神障害者保健福祉手帳１級の人
［そ の 他］障がい者移送サービス及び福祉乗車券のタクシー助成券との併給は不可
　　　　　　タクシー利用券を使用するときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障
　　　　　　害者保健福祉手帳を携帯し、利用券と一緒に提示してください。
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課(精神障がい者は各区の健康課)（Ｐ３・４参照）

 障がい者移送サービス
［内　　容］介護保険対象者のうち在宅の特定疾病障がい者が、通院などのためストレッ
　　　　　　チャー付タクシーを利用する際、タクシー代の一部を助成します。
［対 象 者］在宅の40歳から64歳までの身体障がい者で、介護保険法の特定疾病に該当する  
　　　　　　要介護度４及び５の人のうち、座位を保てない人（所得要件あり）
［助 成 額］利用券を年間４枚交付。１枚あたりの助成限度額は、所得に応じ850円～8,500円
［そ の 他］福祉タクシー料金助成、高齢者の移送サービスとの併給は不可
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課（Ｐ３参照）

 タクシー料金の１割引制度
［内　　容］障がい者がタクシーを利用するときに、料金の１割を割引する制度です。乗車
　　　　　　の際、乗務員に手帳を提示してください。
［対 象 者］身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する人
　　　　　　※事業者によっては、割引が適用されない場合があります。
［窓　　口］福岡市タクシー協会
          　　　ＴＥＬ(４３４)５１００　　ＦＡＸ(４３４)５１２３
 福岡市地下鉄料金の割引
［内　　容]　障がい者が福岡市地下鉄を利用する場合、乗車運賃の一部が割引となります。
［対 象 者] 半額割引 ①「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の
　　　　　　　　　　　いずれかを持っている人
　　　　　　　　　　②福岡市福祉乗車券等交付規則に定められている対象者（戦傷病  
                                 者、原子爆弾被爆者、戦傷病者の介護者）
　　　　　　　　　　　 ③次の人の介護者
　　　　　　　　　　　　（１）身体障害者手帳１～３級の人
　　　　　　　　　　　　（２）療育手帳Ａの人
　　　　　　　　　　　　（３）精神障害者保健福祉手帳１級の人
　　　　　　※上記に該当する障がい者１名につき介護者は１名
　　　　　　※小児については、小児料金の半額となります。（普通乗車券に限る）
　　　　　　※購入又は乗車中に手帳(又は、マイナポータルで連携した
　　　　　　　ミライロＩＤ)をご提示頂く場合があります。
［そ の 他] 「福祉乗車証」を所持している人は、乗車運賃が無料となります。（Ｐ61参照)    
［窓　　口]　お客様サービスセンター(各種案内) ＴＥＬ(７３４)７８００　ＦＡＸ(７２１)０７５４

－ 61 －

市民税非課税

所得200万円未満

申　請　月 ８～12月
12,000円
 8,000円

７～９月
3,000円
2,000円

４～６月
6,000円
4,000円

１～３月
9,000円
6,000円

助
成
金
額

児身 知 精

児身 知 精

　　　　 福祉乗車券・福祉乗車証の交付
［内　　容］重度障がい者等に対して、交通機関の乗車券等を交付します。
［対 象 者］下記の手帳を所持し、前年の所得が200万円未満の人
　　　　　　・身体障害者手帳：１～３級　　　・療育手帳：Ａ
　　　　　　・精神障害者保健福祉手帳：１級　・被爆者健康手帳　・戦傷病者手帳
　　　　　　※上記の手帳を所持していなくても、70歳以上の方は高齢者乗車券の交付が受
　　　　　　　けられる場合があります。　　　
［利用可能交通機関］
　　次の(１)(２)のいずれかの券種を交付します。※交付後に券種の交換はできません。
 (１)福祉乗車券（①～⑦のうち１券種）
　　①交通用福祉ＩＣカード　　②今宿姪浜線乗合バス回数乗車券　　③タクシー助成券
　　④早良区大字西地区乗合タクシー回数乗車券　　⑤曲渕線乗合タクシー回数乗車券
　　⑥市営渡船乗船引換券　　⑦オンデマンド交通チョイソコふくおか乗車券（期間限定）
 (２)福祉乗車証(地下鉄無料パス）
［助成金額］年間：市民税非課税者 12,000円／所得200万円未満 8,000円

※福祉乗車証は、福岡市地下鉄の乗車料金が無料となります。
※所得200万円以上の方は、交付はありません。
　・対象者が18歳未満の場合は、対象者及びその監護者が属する世帯の合計所
　得が200万円以上の方
　・給与所得、雑所得を有する場合は所得の合計額から10万円を控除した額が
　　200万円以上の方
※福祉乗車証以外の券種は、申請月により、助成金額が変わります。

［交付時期］毎年８月１日から交付開始
※開始日が休日の場合は、その日後で直近の休日でない日から交付開始

［そ の 他］・福祉乗車券と福祉乗車証の併給は不可
　　　　　　・福祉乗車券のタクシー助成券と、福祉タクシー料金助成との併給は不可
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課（精神障がい者は各区の健康課）(Ｐ３・４参照)
　　　　　　福祉乗車券等郵送受付センター
　　　　　　電      話　0120-368-300（通話無料）
　　　　　　ファクス　0120-368-350（問い合わせ専用）
　　　　　　時      間　平日の午前９時～午後５時まで

 福祉タクシー料金の助成
［内　　容］在宅の重度心身障がい児・者がタクシーを利用する際、そのタクシー代の一部
　　　　　　を助成します（一般型：一乗車につき500円、ワゴン型：30分までの時間運賃
　　　　　　分を助成）。交付枚数は、申請月によって異なります。(一般型：年間最大55枚、
　　　　　　ワゴン型：年間最大48枚）
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普通乗車券・回数乗車券
定期乗車券

第１種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者１級
障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
○
×

介護者
○
○注

本人
○
○

介護者
○
○注

本人
○
×

介護者
×
○注

本人
○
×

介護者
×
×

定期乗車券

普通乗車券
現金・ＩＣカード

第１種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者１～2級 第２種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者3級
障がい者が小児

（６歳以上12歳未満）
障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（６歳以上12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人 介護者 本人 介護者 本人 介護者 本人 介護者

○○ ○○ ○ ○ 注 ○ ○ 注

３割 × ３割 ３割３割 × ３割 ３割 注

第２種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者2～3級

（　　　　　　　　　　　 ）一部ご利用いただけない電話がございます。
その際は０５７０-００-１０１０をご利用ください。
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※「注」については、大人通勤定期に限り５割引
※乗車券購入時に手帳または「マイナポータル」と連携がなされている「ミライロＩＤ」を提示する。(障
　がい者用nimocaを改札機にタッチして利用する場合、手帳の提示は必要なし)
※手帳は常に携帯し、係員から請求があればご提示ください。
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※介護者は、障がい者１人に対し１人まで。介護能力があると認められる場合で、購入する乗車券の種類、
　乗車区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、大人通勤定期を発売
※介護者の定期乗車券は、障がい者の介護時のみ使用可(単独でご乗車の時は普通運賃となります。)
 ［お問合せ先］西鉄お客さまセンター　ＴＥＬ ０５０-３６１６-２１５０

 西鉄電車（天神大牟田線・貝塚線） 
　○＝障がい者割引適用可（５割引)

 〈第１種・第２種の区分〉
　第１種身体障がい者…視覚１級～３級及び４級の一部、聴覚２級・３級、肢体１級及び
　　　　　　　　　　　２級・３級の一部、心臓・じん臓・呼吸器・小腸１級・３級・４級、
　　　　　　　　　　　免疫・肝臓の機能障がい１～４級、ぼうこう・直腸１級及び３級
　第２種身体障がい者…「第１種身体障がい者」を除くその他の身体障がい者
　第１種知的障がい者…療育手帳Ａ１～Ａ３の保持者
　第２種知的障がい者…療育手帳Ｂ１～Ｂ２の保持者

 ＪＲ九州バス
　○＝５割の障がい者割引適用可　 ３割＝３割の障がい者割引適用可

※「注」については、精神障がい者３級の人を除く。
※乗車前、乗車券購入時に、窓口に手帳を提示
※介護者は、障がい者１人に対し、１人まで。購入する乗車券の種類、区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同
　時に購入（使用）する場合のみ
※通学定期乗車券を利用する場合は、通学用を３割引
※介護者の定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、通勤定期を発売
※高速バスの割引に関しては、お問合せください
 ［お問合せ先］ＪＲ九州バス博多支店　ＴＥＬ(６４１)０５００
　　　　　　　　　　   ＪＲ九州バス本社　　　ＴＥＬ(６４２)８１２１（月～金9：00～18：00）
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普通乗車券
普通回数乗車券
定期乗車券
普通急行券

第１種（身体障がい者・知的障がい者） 第２種（身体障がい者・知的障がい者）
障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

○注 ○
○
○
○

○
○

○

○注 ○
○
○
○

○
○

○
○

○注 ○注

○

身 知 精

身 知 児

　　　　 市営渡船運賃の割引
［内　　容］障がい者が市営渡船を利用する場合に、乗船運賃の全額又は一部が割引となり
　　　　　　ます。乗船の際、窓口で手帳（又は、マイナポータルと連携したミライロＩＤ）
　　　　　　を提示してください。
［対 象 者］全額割引　①身体障害者手帳１級～３級、視覚障がい４級の１、内部障がい４
　　　　　　　　　　　　級（ぼうこう・直腸機能障がいを除く｡）で福岡市内居住の人
　　　　　　　　　　　②福岡市発行の療育手帳Ａの人
　　　　　　　　　　　③精神障害者保健福祉手帳１級で福岡市内居住の人
　　　　　　半額割引　①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する
　　　　　　　　　　　　人で上記以外の人

②身体障害者手帳１級～３級、視覚障がい４級の１、内部障がい４
　級（ぼうこう・直腸機能障がいを除く｡)の人の介護者、療育手帳
　Ａの人の介護者及び精神障害者保健福祉手帳１級の人の介護者
③12歳未満の者及び12歳以上の小学生で身体障害者手帳４級～６
　級の定期旅客者の介護者の定期運賃
④12歳未満の者及び12歳以上の小学生で療育手帳Ｂの定期旅客者
　の介護者の定期運賃
⑤12歳未満の者及び12歳以上の小学生で精神障害者保健福祉手帳
　２・３級の定期旅客者の介護者の定期運賃

［窓　　口］市営渡船の各旅客待合所
［お問合せ先］博多旅客待合所　ＴＥＬ(２９１)１０８４　ＦＡＸ(２７２)３９５２
　　　　　　　姪浜旅客待合所　ＴＥＬ(８８１)８７０９　ＦＡＸ(８８５)１０２２

 ＪＲ九州（鉄道)
　○＝障がい者割引適用可（５割引）

※「注」については、片道101km以上利用の場合のみ適用します。
※乗車前、乗車券購入時に、窓口に手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第１種」または「第２種」の
　記載があるもの）をご呈示ください。
※第１種の障がい者（大人）が介護者と同伴で利用する場合で、100kmまでの区間を乗車するときは、券売機で
　小児の普通片道乗車券を購入し、利用することもできます。その際は、改札口等で係員に手帳を呈示し、普
　通乗車券の改札を受けてください。（自動改札機利用不可)
※乗降の際及び乗車中は、手帳を携帯し、係員の請求があったときはご呈示ください。
※介護者は、障がい者１人に対し、１人までです。介護能力があると認められる場合で、購入する乗車券の種類、
　　　　　　　区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ割引を適用します。
　　　　　　※通学定期乗車券を利用する場合は、大学生用を５割引します。
　　　　　　※介護者の定期乗車券については、介護者が通学定期乗車券の資格者であっても、通勤定期乗車券を
　　　　　　　発売します。
 　　　　　［お問合せ先］ＪＲ九州案内センター　ＴＥＬ０５７０-０４-１７１７
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普通乗車券・回数乗車券
定期乗車券

第１種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者１級
障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
○
×

介護者
○
○注

本人
○
○

介護者
○
○注

本人
○
×

介護者
×
○注

本人
○
×

介護者
×
×

定期乗車券

普通乗車券
現金・ＩＣカード

第１種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者１～2級 第２種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者3級
障がい者が小児

（６歳以上12歳未満）
障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（６歳以上12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人 介護者 本人 介護者 本人 介護者 本人 介護者

○○ ○○ ○ ○ 注 ○ ○ 注

３割 × ３割 ３割３割 × ３割 ３割 注

第２種（身体障がい者・知的障がい者）・精神障がい者2～3級

（　　　　　　　　　　　 ）一部ご利用いただけない電話がございます。
その際は０５７０-００-１０１０をご利用ください。

身 知
児
精

難
…身体障がい者　　　…知的障がい者　　　…精神障がい者
　　　　　　　　　　…難病等対象者　　　…障がい児

児身 知 精

児身 知 精

11
交

　
　
　  

通

※「注」については、大人通勤定期に限り５割引
※乗車券購入時に手帳または「マイナポータル」と連携がなされている「ミライロＩＤ」を提示する。(障
　がい者用nimocaを改札機にタッチして利用する場合、手帳の提示は必要なし)
※手帳は常に携帯し、係員から請求があればご提示ください。
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※介護者は、障がい者１人に対し１人まで。介護能力があると認められる場合で、購入する乗車券の種類、
　乗車区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、大人通勤定期を発売
※介護者の定期乗車券は、障がい者の介護時のみ使用可(単独でご乗車の時は普通運賃となります。)
 ［お問合せ先］西鉄お客さまセンター　ＴＥＬ ０５０-３６１６-２１５０

 西鉄電車（天神大牟田線・貝塚線） 
　○＝障がい者割引適用可（５割引)

 〈第１種・第２種の区分〉
　第１種身体障がい者…視覚１級～３級及び４級の一部、聴覚２級・３級、肢体１級及び
　　　　　　　　　　　２級・３級の一部、心臓・じん臓・呼吸器・小腸１級・３級・４級、
　　　　　　　　　　　免疫・肝臓の機能障がい１～４級、ぼうこう・直腸１級及び３級
　第２種身体障がい者…「第１種身体障がい者」を除くその他の身体障がい者
　第１種知的障がい者…療育手帳Ａ１～Ａ３の保持者
　第２種知的障がい者…療育手帳Ｂ１～Ｂ２の保持者

 ＪＲ九州バス
　○＝５割の障がい者割引適用可　 ３割＝３割の障がい者割引適用可

※「注」については、精神障がい者３級の人を除く。
※乗車前、乗車券購入時に、窓口に手帳を提示
※介護者は、障がい者１人に対し、１人まで。購入する乗車券の種類、区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同
　時に購入（使用）する場合のみ
※通学定期乗車券を利用する場合は、通学用を３割引
※介護者の定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、通勤定期を発売
※高速バスの割引に関しては、お問合せください
 ［お問合せ先］ＪＲ九州バス博多支店　ＴＥＬ(６４１)０５００
　　　　　　　　　　   ＪＲ九州バス本社　　　ＴＥＬ(６４２)８１２１（月～金9：00～18：00）

－ 63 －

普通乗車券
普通回数乗車券
定期乗車券
普通急行券

第１種（身体障がい者・知的障がい者） 第２種（身体障がい者・知的障がい者）
障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

本人
単独

介護者同伴
本人 介護者

○注 ○
○
○
○

○
○

○

○注 ○
○
○
○

○
○

○
○

○注 ○注

○

身 知 精

身 知 児

　　　　 市営渡船運賃の割引
［内　　容］障がい者が市営渡船を利用する場合に、乗船運賃の全額又は一部が割引となり
　　　　　　ます。乗船の際、窓口で手帳（又は、マイナポータルと連携したミライロＩＤ）
　　　　　　を提示してください。
［対 象 者］全額割引　①身体障害者手帳１級～３級、視覚障がい４級の１、内部障がい４
　　　　　　　　　　　　級（ぼうこう・直腸機能障がいを除く｡）で福岡市内居住の人
　　　　　　　　　　　②福岡市発行の療育手帳Ａの人
　　　　　　　　　　　③精神障害者保健福祉手帳１級で福岡市内居住の人
　　　　　　半額割引　①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する
　　　　　　　　　　　　人で上記以外の人

②身体障害者手帳１級～３級、視覚障がい４級の１、内部障がい４
　級（ぼうこう・直腸機能障がいを除く｡)の人の介護者、療育手帳
　Ａの人の介護者及び精神障害者保健福祉手帳１級の人の介護者
③12歳未満の者及び12歳以上の小学生で身体障害者手帳４級～６
　級の定期旅客者の介護者の定期運賃
④12歳未満の者及び12歳以上の小学生で療育手帳Ｂの定期旅客者
　の介護者の定期運賃
⑤12歳未満の者及び12歳以上の小学生で精神障害者保健福祉手帳
　２・３級の定期旅客者の介護者の定期運賃

［窓　　口］市営渡船の各旅客待合所
［お問合せ先］博多旅客待合所　ＴＥＬ(２９１)１０８４　ＦＡＸ(２７２)３９５２
　　　　　　　姪浜旅客待合所　ＴＥＬ(８８１)８７０９　ＦＡＸ(８８５)１０２２

 ＪＲ九州（鉄道)
　○＝障がい者割引適用可（５割引）

※「注」については、片道101km以上利用の場合のみ適用します。
※乗車前、乗車券購入時に、窓口に手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第１種」または「第２種」の
　記載があるもの）をご呈示ください。
※第１種の障がい者（大人）が介護者と同伴で利用する場合で、100kmまでの区間を乗車するときは、券売機で
　小児の普通片道乗車券を購入し、利用することもできます。その際は、改札口等で係員に手帳を呈示し、普
　通乗車券の改札を受けてください。（自動改札機利用不可)
※乗降の際及び乗車中は、手帳を携帯し、係員の請求があったときはご呈示ください。
※介護者は、障がい者１人に対し、１人までです。介護能力があると認められる場合で、購入する乗車券の種類、
　　　　　　　区間、有効期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ割引を適用します。
　　　　　　※通学定期乗車券を利用する場合は、大学生用を５割引します。
　　　　　　※介護者の定期乗車券については、介護者が通学定期乗車券の資格者であっても、通勤定期乗車券を
　　　　　　　発売します。
 　　　　　［お問合せ先］ＪＲ九州案内センター　ＴＥＬ０５７０-０４-１７１７
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児身 知

身 知
児
精

難
…身体障がい者　　　…知的障がい者　　　…精神障がい者
　　　　　　　　　　…難病等対象者　　　…障がい児

事業主体名

区　　　間

障がい者の
割 引 対 象

割　引　率

手続・窓口

利 用 方 法

東／中／西日本高速道路株式会社、地方道路公社(福岡北九州高速道路公社等)、首都高速道路(株)、
阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、道路管理者
上記の道路管理者の管理する｢有料道路｣
身体障害者手帳又は療育手帳のＡを持っている人で、
　①本人又はその親族等が所有する車両を身体障がい者本人が運転する場合
　②本人又はその親族等（左記の方が所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護して
　　いる方）が所有する車両に重度の身体障がい者(１種)又は、重度の知的障がい者(Ａ)を乗せて介護
　　者が運転する場合
※事前登録できる車は障がい者１人につき１台に限り、営業用の車は登録できません。
※割引には有効期限があります。
約50％

高速道路をご利用の際は必ず手帳の携行をお願いいたします。
料金所で係員又は料金精算機等に有料道路割引シールの貼付された手帳のページを呈示し料金を支払います。ま
たは、株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示いただくことで、手帳の呈示の代わ
りとすることができます（※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。アプリ
の操作はお客様ご自身で行っていただきます。）。どのような場合でも、ETC無線走行でないお客さまは手帳、ま
たはミライロIDの呈示がないと割引の対象になりません。ETCをご利用のお客さまは事前に登録された車両・
ETCカード・ETC車載器でETCレーンを無線走行した場合に割引されます。ミライロIDの使用が可能となる
高速道路と、ETCノンストップ走行が可能な料金所については、各道路管理者に確認してください。ミライロ
IDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、ミライロIDヘルプセンター
（https://help.mirairo-id.jp/hc/ja）からご確認又はお問い合わせください。その他の詳細についてはNEXCO西
日本ホームページ（https://www.w-nexco.co.jp/disabled/）をご確認ください。
※令和５年３月27日より割引制度が一部変更しております。
これまで事前登録された自家用車に限り本割引の適用対象としておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人
の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など事前登録が
ない自動車も新たに割引の適用対象となりました。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の
申請手続きが必要です。あわせて、これまで各役所・福祉担当窓口で行っていた事前登録手続きについて、自家用
車を事前登録のうえＥＴＣ利用申請される方を対象に、新たにオンライン申請を導入しました。ご利用前に必ず
ホームページでご確認をお願いいたします。

【事前に登録が必要です】
・身体障害者手帳又は療育手帳・免許証(ご本人運転を
ご希望でかつ「新規」申し込みの場合)・車検証又は
軽自動車届出済証(原本）

※登録される車の車検証の所有者欄がローン会社やリー
ス会社名義になっている場合は、割賦契約書または
長期リース契約書の呈示が必要となります。

【※ＥＴＣ利用の場合、以下も必要】
・ＥＴＣカード(「新規」申し込み又は「変更」「更新」
手続きで前回申請から変更がある場合。なお、障がい
者ご本人名義のものに限ります。ただし未成年の重
度障がい者の方がご本人以外の方の運転による割引
の適用を受け、かつご本人の運転による割引の適用

を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のもの
も対象になります。）

・ＥＴＣ車載器セットアップ申込書又は証明書（「新
規」申し込み又は「変更」「更新」手続きで前回申
請から変更がある場合。）

以上を持参し、各区福祉・介護保険課で手帳に有料道
路割引シールの貼付を受けてください。
　また、ＥＴＣ利用の場合は、手帳への手続の他に事前
に有料道路事業者への登録申込が必要となります。
　区の窓口で「ＥＴＣ利用対象者証明書」を発行します
ので、専用封筒に84円切手を貼付の上、有料道路ＥＴＣ
割引登録係宛に郵送してください。

11
交

　
　
　  

通

 有料道路
　有料道路の割引につきましては各道路管理者の定めに基づき実施されていますが、利用者
　の利便性を高めるため、各区の福祉・介護保険課で手続きをしています。割引の詳細やご
　不明な点があれば各道路管理者へお尋ねください。 

■おことわり■
　交通運賃の割引につきましては、各々の会社の定めに基づき実施されています。
　割引率に関わらない最低運賃の規定や、幼児・乳児が利用する際の割引規定等、詳細につ
　きましては各駅・バスセンター等の窓口や乗務員にご確認ください。
　また、この冊子には、福岡市内にお住まいの人が通常かなりの頻度で利用すると考えられる
　交通機関について取り上げ、紹介しています。ここには記載されていない交通機関
　(例：筑豊鉄道・甘木鉄道・堀川バス・九州産交バス等）におきましても、それぞれの会社の定
　めに基づいた割引が実施されていますので、ご利用の際、窓口や乗務員にお尋ねください。

■主なお問合せ先■
  ・西日本高速道路株式会社　ＴＥＬ(２６０）６１１１（代表）（九州自動車道、大分自動車道　等）
  ・福岡北九州高速道路公社（福岡都市高速　ＴＥＬ(６３１）０１２２・北九州都市高速 　ＴＥＬ０９３(９２２）６８１１)
  ・福岡県道路公社　ＴＥＬ(６４１）０１０３（福岡前原道路）
  ・有料道路ＥＴＣ割引登録係　ＴＥＬ０４５(４７７）１２３３
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普通乗車券･回数乗車券･現金･ＩＣカード
定期乗車券

障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）が小児(12歳未満) 障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）が大人(12歳以上）
本　人

○（５割引）
×

介護者
○（５割引）
○（３割引）

本　人
○（５割引）
○（３割引）

介護者
○（５割引）
○（３割引）

会　社　名
区　　　間

割 引 対 象

割　引　率
利 用 方 法

普通乗車券･現金･ＩＣカード
定期乗車券

第１種(身体障がい者・知的障がい者)・精神障がい者１級 第２種(身体障がい者・知的障がい者)・精神障がい者２～3級
障がい者が小児

（６歳以上12歳未満）
障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（６歳以上12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
○
×

介護者
○
○注

本人
○
○

介護者
○
○注

本人
○
×

介護者
×
○注

本人
○
○

介護者
×
×

※割引率・手続き等の詳細については、各航空会社へおたずねください。

日本航空、全日本空輸、スカイマークエアラインズ　等
定期航空路線の国内線全区間
身体障害者手帳(１種・２種)
療育手帳(１種・２種）
戦傷病者(１種・２種）
精神保健福祉手帳

本人（12歳以上）及び介護者１名
※本人が12歳未満の場合は小児割引
　のみ適用されます。
※２種は一部の航空会社で取り扱って
　いない場合があります。

航空会社によって異なります。
航空券販売窓口で手帳を提示してください。

児身 知 精

児身 知 精

児身 知

　　　　 西鉄バス　
　　　　　○＝５割の障がい者割引適用可

※「注」については、大人通勤定期に限り５割引
※降車時ＩＣカードのタッチ前に、もしくは乗車券購入時に手帳を提示する。
※マイナポータルと連携したミライロＩＤアプリのご提示でも割引可
※但し、マイナポータルと連携していない、スマートフォンの不具合で画面の提示ができない等の場合は手帳
　をご提示ください。
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※介護者は、障がい者１人に対し１人まで。介護能力があると認められる６歳以上の者で、購入する乗車券の
　種類、区間、適用期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、大人通勤定期を発売
※介護者の定期乗車券は、障がい者の介護時のみ使用可(単独でご乗車の時は普通運賃となります。)
※障がい者用nimoca以外は、バスを降りる際にお客様の手帳提示により、割引処理を行う。
※高速バスは一部対象路線のみ適用
 ［お問合せ先］西鉄お客さまセンター　ＴＥＬ０５０-３６１６-２１５０
　　　　　　　（一部ご利用いただけない電話がございます。その際は０５７０-００-１０１０をご利用ください。）

 昭和バス　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝障がい者割引適用可（　）＝割引率
※降車時もしくは乗車券購入時に手帳を提示する。（障がい者用nimocaで利用の時は、手帳の提示は必要なし）
※大人・小児、また１種・２種に関わらず、介護者が必要と認められる場合は、介護者も割引適用
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、通勤定期を発売
※障がい者用nimoca以外は、バスを降りる際にお客様の手帳提示により、割引処理を行う。
［お問合せ先］昭和自動車　ＴＥＬ０９５５-７４-１１１４

 航空
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児身 知

身 知
児
精

難
…身体障がい者　　　…知的障がい者　　　…精神障がい者
　　　　　　　　　　…難病等対象者　　　…障がい児

事業主体名

区　　　間

障がい者の
割 引 対 象

割　引　率

手続・窓口

利 用 方 法

東／中／西日本高速道路株式会社、地方道路公社(福岡北九州高速道路公社等)、首都高速道路(株)、
阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、道路管理者
上記の道路管理者の管理する｢有料道路｣
身体障害者手帳又は療育手帳のＡを持っている人で、
　①本人又はその親族等が所有する車両を身体障がい者本人が運転する場合
　②本人又はその親族等（左記の方が所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護して
　　いる方）が所有する車両に重度の身体障がい者(１種)又は、重度の知的障がい者(Ａ)を乗せて介護
　　者が運転する場合
※事前登録できる車は障がい者１人につき１台に限り、営業用の車は登録できません。
※割引には有効期限があります。
約50％

高速道路をご利用の際は必ず手帳の携行をお願いいたします。
料金所で係員又は料金精算機等に有料道路割引シールの貼付された手帳のページを呈示し料金を支払います。ま
たは、株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示いただくことで、手帳の呈示の代わ
りとすることができます（※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。アプリ
の操作はお客様ご自身で行っていただきます。）。どのような場合でも、ETC無線走行でないお客さまは手帳、ま
たはミライロIDの呈示がないと割引の対象になりません。ETCをご利用のお客さまは事前に登録された車両・
ETCカード・ETC車載器でETCレーンを無線走行した場合に割引されます。ミライロIDの使用が可能となる
高速道路と、ETCノンストップ走行が可能な料金所については、各道路管理者に確認してください。ミライロ
IDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、ミライロIDヘルプセンター
（https://help.mirairo-id.jp/hc/ja）からご確認又はお問い合わせください。その他の詳細についてはNEXCO西
日本ホームページ（https://www.w-nexco.co.jp/disabled/）をご確認ください。
※令和５年３月27日より割引制度が一部変更しております。
これまで事前登録された自家用車に限り本割引の適用対象としておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人
の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など事前登録が
ない自動車も新たに割引の適用対象となりました。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の
申請手続きが必要です。あわせて、これまで各役所・福祉担当窓口で行っていた事前登録手続きについて、自家用
車を事前登録のうえＥＴＣ利用申請される方を対象に、新たにオンライン申請を導入しました。ご利用前に必ず
ホームページでご確認をお願いいたします。

【事前に登録が必要です】
・身体障害者手帳又は療育手帳・免許証(ご本人運転を
ご希望でかつ「新規」申し込みの場合)・車検証又は
軽自動車届出済証(原本）

※登録される車の車検証の所有者欄がローン会社やリー
ス会社名義になっている場合は、割賦契約書または
長期リース契約書の呈示が必要となります。

【※ＥＴＣ利用の場合、以下も必要】
・ＥＴＣカード(「新規」申し込み又は「変更」「更新」
手続きで前回申請から変更がある場合。なお、障がい
者ご本人名義のものに限ります。ただし未成年の重
度障がい者の方がご本人以外の方の運転による割引
の適用を受け、かつご本人の運転による割引の適用

を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のもの
も対象になります。）

・ＥＴＣ車載器セットアップ申込書又は証明書（「新
規」申し込み又は「変更」「更新」手続きで前回申
請から変更がある場合。）

以上を持参し、各区福祉・介護保険課で手帳に有料道
路割引シールの貼付を受けてください。
　また、ＥＴＣ利用の場合は、手帳への手続の他に事前
に有料道路事業者への登録申込が必要となります。
　区の窓口で「ＥＴＣ利用対象者証明書」を発行します
ので、専用封筒に84円切手を貼付の上、有料道路ＥＴＣ
割引登録係宛に郵送してください。
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通

 有料道路
　有料道路の割引につきましては各道路管理者の定めに基づき実施されていますが、利用者
　の利便性を高めるため、各区の福祉・介護保険課で手続きをしています。割引の詳細やご
　不明な点があれば各道路管理者へお尋ねください。 

■おことわり■
　交通運賃の割引につきましては、各々の会社の定めに基づき実施されています。
　割引率に関わらない最低運賃の規定や、幼児・乳児が利用する際の割引規定等、詳細につ
　きましては各駅・バスセンター等の窓口や乗務員にご確認ください。
　また、この冊子には、福岡市内にお住まいの人が通常かなりの頻度で利用すると考えられる
　交通機関について取り上げ、紹介しています。ここには記載されていない交通機関
　(例：筑豊鉄道・甘木鉄道・堀川バス・九州産交バス等）におきましても、それぞれの会社の定
　めに基づいた割引が実施されていますので、ご利用の際、窓口や乗務員にお尋ねください。

■主なお問合せ先■
  ・西日本高速道路株式会社　ＴＥＬ(２６０）６１１１（代表）（九州自動車道、大分自動車道　等）
  ・福岡北九州高速道路公社（福岡都市高速　ＴＥＬ(６３１）０１２２・北九州都市高速 　ＴＥＬ０９３(９２２）６８１１)
  ・福岡県道路公社　ＴＥＬ(６４１）０１０３（福岡前原道路）
  ・有料道路ＥＴＣ割引登録係　ＴＥＬ０４５(４７７）１２３３
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普通乗車券･回数乗車券･現金･ＩＣカード
定期乗車券

障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）が小児(12歳未満) 障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）が大人(12歳以上）
本　人

○（５割引）
×

介護者
○（５割引）
○（３割引）

本　人
○（５割引）
○（３割引）

介護者
○（５割引）
○（３割引）

会　社　名
区　　　間

割 引 対 象

割　引　率
利 用 方 法

普通乗車券･現金･ＩＣカード
定期乗車券

第１種(身体障がい者・知的障がい者)・精神障がい者１級 第２種(身体障がい者・知的障がい者)・精神障がい者２～3級
障がい者が小児

（６歳以上12歳未満）
障がい者が大人
（12歳以上）

障がい者が小児
（６歳以上12歳未満）

障がい者が大人
（12歳以上）

本人
○
×

介護者
○
○注

本人
○
○

介護者
○
○注

本人
○
×

介護者
×
○注

本人
○
○

介護者
×
×

※割引率・手続き等の詳細については、各航空会社へおたずねください。

日本航空、全日本空輸、スカイマークエアラインズ　等
定期航空路線の国内線全区間
身体障害者手帳(１種・２種)
療育手帳(１種・２種）
戦傷病者(１種・２種）
精神保健福祉手帳

本人（12歳以上）及び介護者１名
※本人が12歳未満の場合は小児割引
　のみ適用されます。
※２種は一部の航空会社で取り扱って
　いない場合があります。

航空会社によって異なります。
航空券販売窓口で手帳を提示してください。

児身 知 精

児身 知 精

児身 知

　　　　 西鉄バス　
　　　　　○＝５割の障がい者割引適用可

※「注」については、大人通勤定期に限り５割引
※降車時ＩＣカードのタッチ前に、もしくは乗車券購入時に手帳を提示する。
※マイナポータルと連携したミライロＩＤアプリのご提示でも割引可
※但し、マイナポータルと連携していない、スマートフォンの不具合で画面の提示ができない等の場合は手帳
　をご提示ください。
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※介護者は、障がい者１人に対し１人まで。介護能力があると認められる６歳以上の者で、購入する乗車券の
　種類、区間、適用期間が障がい者と同一で、障がい者と同時に購入（使用）する場合のみ
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、大人通勤定期を発売
※介護者の定期乗車券は、障がい者の介護時のみ使用可(単独でご乗車の時は普通運賃となります。)
※障がい者用nimoca以外は、バスを降りる際にお客様の手帳提示により、割引処理を行う。
※高速バスは一部対象路線のみ適用
 ［お問合せ先］西鉄お客さまセンター　ＴＥＬ０５０-３６１６-２１５０
　　　　　　　（一部ご利用いただけない電話がございます。その際は０５７０-００-１０１０をご利用ください。）

 昭和バス　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝障がい者割引適用可（　）＝割引率
※降車時もしくは乗車券購入時に手帳を提示する。（障がい者用nimocaで利用の時は、手帳の提示は必要なし）
※大人・小児、また１種・２種に関わらず、介護者が必要と認められる場合は、介護者も割引適用
※小児定期乗車券については、障がい者割引なし
※定期乗車券については、介護者が通学定期の資格者であっても、通勤定期を発売
※障がい者用nimoca以外は、バスを降りる際にお客様の手帳提示により、割引処理を行う。
［お問合せ先］昭和自動車　ＴＥＬ０９５５-７４-１１１４
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